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37

３．公的試験機関での品質管理試験を行う項目 ３．公的試験機関での品質管理試験を行う項目 

工種 種別 試験項目 試験基準 適用 

セ
メ
ン
ト
コ
ン
ク
リ
ー
ト 

コ
ン
ク
リ
ー
ト 

圧縮強度試験 

１）対象構造物（次ページ 注２参照）の場合 
① 鉄筋構造物の場合 
 打設日１日につきσ７強度及びσ２８強度それ
ぞれ２回ずつの試験を行い、うちそれぞれ１回を
公的試験機関にて実施 
② 無筋構造物の場合 
 打設日１日につきσ７強度及びσ２８強度それ
ぞれ１回ずつの試験を公的試験機関にて実施 
２）対象構造物以外の場合、打設数量50m3ごとに
σ７強度及びσ２８強度それぞれ１回ずつの試験
を行い、うちσ28強度の試験を公的試験機関にて
実施（50m3未満は、１回またはJIS工場の品質証明
書等） 

土木工事施

工管理の手

引き（7-55

参照） 

曲げ強度試験 

コンクリート舗装の場合で、打設日１日につ

き２回（午前・午後）のσ２８強度の試験。 

 

 

 

工種 種別 試験項目 試験基準 適用 

セ
メ
ン
ト
コ
ン
ク
リ
ー
ト 

コ
ン
ク
リ
ー
ト 

圧縮強度試験 

１）対象構造物（次ページ 注２参照）の場合 
① 鉄筋構造物の場合 
 打設日１日につきσ７強度及びσ２８強度それ
ぞれ２回ずつの試験を行い、うちそれぞれ１回を
公的試験機関にて実施 
② 無筋構造物の場合 
 打設日１日につきσ７強度及びσ２８強度それ
ぞれ１回ずつの試験を公的試験機関にて実施 
２）対象構造物以外の場合（50m3未満は省略） 
 打設数量50m3ごとにσ７強度及びσ２８強度そ
れぞれ１回ずつの試験を行い、うちσ28強度の試
験を公的試験機関にて実施 

土木工事施

工管理の手

引き（7-55

参照） 

曲げ強度試験 

コンクリート舗装の場合で、打設日１日につ

き２回（午前・午後）のσ２８強度の試験。 

 

 

 

２．撮影箇所一覧表（管工事用） ２．撮影箇所一覧表（管工事用） 

46

区分 工種・種別 撮 影 項 目 撮影時期 撮影頻度 提出頻度 

そ 
 
 
 
 
 
 
 

の 
 
 
 
 
 
 
 

他 

産
業
廃
棄
物
写
真 

掘 削 

積 込 

施 工 状 況 施工中 
品目・処分場毎に１

回 

品目・処分場

毎に１枚 

運 搬 

処 分 

残
土
処
理 

掘 削 

積 込 

施 工 状 況 施工中 

１工事に１回 

（処分場は搬入場所

が変わればその都度） 

※指定処分場、リサイク

ルプラント（仮置場を含

む）以外へ搬入する場合

は、工事中に最低１回、

監督員が立会した搬入・

処分状況を撮影するこ

と。ただし、やむを得な

い場合は現場代理人等の

立会に代えることができ

る。 

運 搬 

処 分 

 

区分 工種・種別 撮 影 項 目 撮影時期 撮影頻度 提出頻度 

そ 
 
 
 
 
 
 
 

の 
 
 
 
 
 
 
 

他 

産
業
廃
棄
物
写
真 

掘 削 

積 込 

施 工 状 況 施工中 

運搬車の台数 
1～4台 １回 
5～9台 ２回 
10～19台 ３回 
20～29台 ４回 
以下 10台増す毎に１回追加
する。 
※建設廃棄物マニュフェス
トの番号を黒板に記載す
る。 

代表箇所 

各１枚 

運 搬 

処 分 

残
土
処
理 

掘 削 

積 込 

施 工 状 況 施工中 

１工事に１回 

（処分場は搬入場所

が変わればその都度） 

※指定処分場、リサイク

ルプラント（仮置場を含

む）以外へ搬入する場合

は、工事中に最低１回、

監督員が立会した搬入・

処分状況を撮影するこ

と。ただし、やむを得な

い場合は現場代理人等の

立会に代えることができ

る。 

運 搬 

処 分 
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　本表は、工事関係書類を一覧にまとめたものです。以下の事項に注意の上ご活用ください。

1

2

3

4

5

☆：電子 ・・・・・ ・・

◎：紙  ・・・・・・・・　 紙での提出とする。（契約関係書類、施工計画書等）

■：電子または紙 ・・・ 事前協議で電子または紙を決定する。

●： 作成等が必要な書類

－： 作成等を簡素化できる書類

6

7 【　　　】内の様式は、国の統一化様式です。

 当初契約金額が500万円未満の工事関係書類の簡素化。
 簡素化している書類は共通事項のみとしています。詳細については「500万円未満の必要書類」欄を
参照してください。また、書類の作成や提示、提出を軽減しているものであって、関係法令や施工管
理の手引き等に基づいた管理などは行う必要があります。

情報共有システム（ASP）活用工事の場合は、「成果品」欄を確認のうえ電子成果品または紙の成果
品どちらを納品するか受発注者間協議のうえ決定してください。

システム上で帳票（鑑）の作成が可能な書類等。電子での提出を推奨。
（事前協議で電子または紙を決定する）

１．工事関係書類一覧【土木】

 
　更新日： R5.10

本表は、土木工事関係書類についての共通事項をまとめております。
工種によっては、別途必要な書類がある場合があります。

本表は、【工事着手前】、【施工中】、【工事完成時】、【その他】に分けてまとめております。
ご注意ください。

書類の詳細については、「書類作成の根拠」、「参照」欄記載の条文等を必ず確認ください。

【提出不要】、【提示不要】、【作成不要】については、慣例的に提出・提示・作成していた書類で
す。原則、提出・提示・作成する必要はありません。

　本表は、工事関係書類を一覧にまとめたものです。以下の事項に注意の上ご活用ください。

1

2

3

4

5

☆：電子 ・・・・・ ・・

◎：紙  ・・・・・・・・　 紙での提出とする。（契約関係書類、施工計画書等）

■：電子または紙 ・・・ 事前協議で電子または紙を決定する。

●： 作成等が必要な書類

－： 作成等を簡素化できる書類

6

7 【　　　】内の様式は、国の統一化様式です。

 当初契約金額が500万円未満の工事関係書類の簡素化。
 簡素化している書類は共通事項のみとしています。詳細については「500万円未満の必要書類」欄を
参照してください。また、書類の作成や提示、提出を軽減しているものであって、関係法令や施工管
理の手引き等に基づいた管理などは行う必要があります。

情報共有システム（ASP）活用工事の場合は、「成果品」欄を確認のうえ電子成果品または紙の成果
品どちらを納品するか受発注者間協議のうえ決定してください。

システム上で帳票（鑑）の作成が可能な書類等。電子での提出を推奨。
（事前協議で電子または紙を決定する）

１．工事関係書類一覧【土木】

 
　更新日： R4.10

本表は、土木工事関係書類についての共通事項をまとめております。
工種によっては、別途必要な書類がある場合があります。

本表は、【工事着手前】、【施工中】、【工事完成時】、【その他】に分けてまとめております。
ご注意ください。

書類の詳細については、「書類作成の根拠」、「参照」欄記載の条文等を必ず確認ください。

【提出不要】、【提示不要】、【作成不要】については、慣例的に提出・提示・作成していた書類で
す。原則、提出・提示・作成する必要はありません。

54
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・共通仕様書1-1-1-24-1

・（水）共通仕様書1-1-28-1

※工種毎に各条文を確認する

こと。

土木工事施工管理の手引き

P2-9～10
－ ●

・主要工種毎の作業フロー、施工方法、使用機

械、仮設備の構造配置、仮設建物、材料、機械

等の仮置場、プラント等の機械設備、仮排水、

指示・承諾・協議事項の予定内容を記載。

・記載対象工種は、（1）主要な工種、（2）設計

図書で指定された工法、（3）共通仕様書に記載

されていない特殊工法、（4）施工条件明示項目

で、その対応が必要とされている事項、（5）特

殊な立地条件での施工や、関係機関及び第三

者対応が必要とされる施工等　を標準とする。

・創意工夫の取り組みとして、施工方法に関わ

るものを実施する場合は、その内容を記載する

こと。

（7）施工方法

建設業に属する事業を行う者

の指定副産物に係る再生資源

の利用の促進に関する判断の

基準となるべき事項を定める省

令第8条第4項

再生資源利用促進計画作成に

当たって行う確認事項に関す

る解説について（R5.3.31国土

交通省事務連絡）

－ ●

・建設発生土を500m3以上搬出する工事が対

象

・国土交通省ホームページに参考記載例あり

再生資源利用促進計画の作成

に伴う確認結果票

※再生資源利用促進計画書の

添付資料

鑑：1 ○ ○
◎

※

2

（注）
●

・設計図書において監督職員の試験もしくは確

認及び承諾を受けて使用することを指定された

工事材料について、提出する。

※電子で提出可能な場合は電子も可とする。

（注）２部提出（決裁後、１部返却し双方で保

管）

・創意工夫の取り組みとして使用した材料につ

いても、工事材料として提出する。

－ ○ ○ － ●

・JISマーク表示品については、JISマーク表示

状態の確認とし、見本または資料の提出は省

略可。

－ ○ ○ － ●

・建設発生土リサイクルプラントの製品

・再利用施設の製品

・アスファルト混合物事前審査制度で認定され

た混合物

を使用する場合、認定証、総括表、試験結果の

提出は不要。（監督職員及び検査員が確認を

求めた場合提示）（簡素化）

材料承諾願

【工事打合せ簿】

・共通仕様書2-1-2-4

・（水）共通仕様書第2章材料

第2節4

・土木工事施工管理の手引き

P9-1

・（水）工事書類簡素化要領土

木工事編

JISマーク表示品

事前に認定された材料

36
土木工事施工管理の手引き

P11-2
- ○ ○ - - ●

・監督職員または検査員から請求があった場合

は提示する。（処理数量が確認できる処分場の

受入検印があるもの）

37 -

・産業廃棄物処理計画書の提

出について（産業廃棄物指導

課）

63 ○ ◎ - ●

・産業廃棄物処理計画書を提出した工事は、産

業廃棄物の処理終了後、環境局産業廃棄物指

導課へ提出すること。

38 - - ○ ○ - - －
・監督職員または検査員から請求があった場合

は提示する。

39 - - ○ ○ - - ●

・監督職員または検査員から請求があった場合

は提示する。（処理数量が確認できる処分場の

受入検印があるもの）

40
・共通仕様書1-1-1-19-8

・（水）共通仕様書1-1-21-8
61 ○ ○ ■ 1 ○ ●

・全ての工事

・「建設副産物情報交換システム」で入力を原

則とするが、やむをえない場合は、エクセルでも

可とする。

41
・共通仕様書1-1-1-19-8

・（水）共通仕様書1-1-21-8
62 ○ ○ ■ 1 ○ ●

・全ての工事

・「建設副産物情報交換システム」で入力を原

則とするが、やむをえない場合は、エクセルでも

可とする。

42

公共工事における建設発生土

の取り扱いについて（通知）

（R4.9.16財監第162号）

様式-2 ○ ○ ● ・建設発生土を確認処分した場合

43

建設業に属する事業を行う者

の指定副産物に係る再生資源

の利用の促進に関する判断の

基準となるべき事項を定める

省令第6条

－ ○ ○ ●
・建設発生土を500m3以上搬出する工事が対

象

44 - ○ ○ ◎ 1 ●

45 - ○ ○ ◎ 1 ●

46 － － 64 ○ ○ ◎ 1 ●

47
・共通仕様書1-1-1-21-6

・（水）共通仕様書1-1-24-6
－ 76 ○ ○ ◎ 1 〇 ●

建設

副産物

搬入伝票

（水）共通仕様書1-1-23-3

産業廃棄物処理実績報告書

完工図作成要領

再資源化処理施設搬入明細書

搬入伝票

再生資源利用実施書

受領書

再生資源利用促進実施書

事前確認結果報告書

検査

完工図

完工図

完工図原稿

【補修完了届】

検査員指摘事項完了報告書

・共通仕様書1-1-1-24-1

・（水）共通仕様書1-1-28-1

※工種毎に各条文を確認する

こと。

土木工事施工管理の手引き

P2-9～10
－ ●

・主要工種毎の作業フロー、施工方法、使用機

械、仮設備の構造配置、仮設建物、材料、機械

等の仮置場、プラント等の機械設備、仮排水、

指示・承諾・協議事項の予定内容を記載。

・記載対象工種は、（1）主要な工種、（2）設計

図書で指定された工法、（3）共通仕様書に記載

されていない特殊工法、（4）施工条件明示項目

で、その対応が必要とされている事項、（5）特

殊な立地条件での施工や、関係機関及び第三

者対応が必要とされる施工等　を標準とする。

（7）施工方法

鑑：1 ○ ○
◎

※

2

（注）
●

・設計図書において監督職員の試験もしくは確

認及び承諾を受けて使用することを指定された

工事材料について、提出する。

※電子で提出可能な場合は電子も可とする。

（注）２部提出（決裁後、１部返却し双方で保

管）

－ ○ ○ － ●

・JISマーク表示品については、JISマーク表示

状態の確認とし、見本または資料の提出は省

略可。

－ ○ ○ － ●

・建設発生土リサイクルプラントの製品

・再利用施設の製品

・アスファルト混合物事前審査制度で認定され

た混合物

を使用する場合、認定証、総括表、試験結果の

提出は不要。（監督職員及び検査員が確認を

求めた場合提示）（簡素化）

材料承諾願

【工事打合せ簿】

・共通仕様書2-1-2-4

・（水）共通仕様書第2章材料

第2節4

・土木工事施工管理の手引き

P9-1

・（水）工事書類簡素化要領土

木工事編

JISマーク表示品

事前に認定された材料

（水）共通仕様書第6章管布設

工事第3節9
－ 69 ○ ○ ■ 1 ● 水道用資機材を使用する際、事前に提出材料規格等確認書14

（水）共通仕様書第6章管布設

工事第3節9
－ 69 ● 水道用資機材を使用する際、事前に提出材料規格等確認書

建設

発生土
36 - ○ ○ - - ●

・監督職員または検査員から請求があった場合

は提示する。（処理数量が確認できる処分場の

受入検印があるもの）

37 -

・産業廃棄物処理計画書の提

出について（産業廃棄物指導

課）

63 ○ ◎ - ●

・産業廃棄物処理計画書を提出した工事は、産

業廃棄物の処理終了後、環境局産業廃棄物指

導課へ提出すること。

38 - - ○ ○ - - －
・監督職員または検査員から請求があった場合

は提示する。

39 - - ○ ○ - - ●

・監督職員または検査員から請求があった場合

は提示する。（処理数量が確認できる処分場の

受入検印があるもの）

40
・共通仕様書1-1-1-19-8

・（水）共通仕様書1-1-21-8
61 ○ ○ ■ 1 ○ ●

・全ての工事

・「建設副産物情報交換システム」で入力を原

則とするが、やむをえない場合は、エクセルでも

可とする。

41
・共通仕様書1-1-1-19-8

・（水）共通仕様書1-1-21-8
62 ○ ○ ■ 1 ○ ●

・全ての工事

・「建設副産物情報交換システム」で入力を原

則とするが、やむをえない場合は、エクセルでも

可とする。

42 - ○ ○ ◎ 1 ●

43 - ○ ○ ◎ 1 ●

44 － － 64 ○ ○ ◎ 1 ●

45
・共通仕様書1-1-1-21-6

・（水）共通仕様書1-1-24-6
－ 76 ○ ○ ◎ 1 〇 ●

搬入伝票

（水）共通仕様書1-1-23-3

産業廃棄物処理実績報告書

完工図作成要領

再資源化処理施設搬入明細書

搬入伝票

再生資源利用実施書

再生資源利用促進実施書

検査

建設

副産物

完工図

完工図

完工図原稿

【補修完了届】

検査員指摘事項完了報告書

57

58

61

61

66



【改定後】【改定前】
水道工事施工管理基準 新旧対照表

6
69

２．工事関係書類　様式一覧 【土木】
　【　　　】内の様式は、国の統一化様式です。
No. 書  類  名  称 様式 No. 書  類  名  称 様式

1 【工事打合せ簿】 【様式-9】 45 既済部分明細書
参考様式

（水：契約課）

2
協議書

【工事打合せ簿】
【様式-9】 46 部分払金計算書

参考様式

（水：契約課）

3 【請求書】 【様式-5(1)】 47
中間確認検査依頼について

※受注者の都合による場合

別紙1

（水：契約課）

4 建設工事請負契約書
様式

（水：契約課）
48

中間確認検査依頼について

※発注者の都合による場合

別紙2

（水：契約課）

5 請書
様式第6号

（水：契約課）
49 【工事の部分使用について】 【様式-22】

6 見積書
様式第10号

（水：契約課）
50

通知書

【工事打合せ簿】
【様式-9】

7 着手届
様式第13号

（水：契約課）
51 設計変更事由書 様式2-5

8 【現場代理人等通知書】 【様式-1】 52 共済証紙受払簿
様式第030号

（建退共）

9 【経歴書】 【様式-1(2)】 53
就労状況報告書及び共済証紙受領書

【提出不要】

様式2号

（建退共事務受託様式）

10 【建設業退職金共済制度の掛金収納書】（当初・完了） 【様式-4】 54
共済証紙貼付状況報告書

【提出不要】

様式3号

（建退共事務受託様式）

11
下請負人（建設用機械使用）通知書

【廃止予定】
様式 55 【完成通知書】 【様式-29】

12 監督員通知書 様式1-1 56 【引渡書】 【様式-30】

13 【請求書】（前払金） 【様式-5(1)】 57 【工事特性・創意工夫・社会性等に関する実施状況】  【様式-34(1)】

14 分別解体等の計画等 別表3 58
【工事特性・創意工夫・社会性等に関する実施状況】

（説明資料）
【様式-34(2)】

15 建設リサイクル法に基づく通知書 様式-3 59 電子媒体納品書 参考様式

16 特定建設作業実施届出書
様式第9

（環：環境保全課）
60 技術提案等の履行確認結果表

様式

（財：技術企画課）

17 休日取得計画表兼実施報告書 様式 61 再生資源利用実施書
建設副産物情報交換

システムより出力

18 再生資源利用計画書
建設副産物情報交換

システムより出力
62 再生資源利用促進実施書

建設副産物情報交換

システムより出力

19 再生資源利用促進計画書
建設副産物情報交換

システムより出力
63 産業廃棄物処理実績報告書

様式2

（環：産業廃棄物指導課）

20 建設発生土受入承諾書 様式-3 64 検査員指摘事項完了報告書 様式（水：契約課）

21 技術提案等の履行確認表
様式

（財：技術企画課）
65 薬液注入工技術者通知書 様式

22 地下埋設物確認書 様式 66 薬液注入工事責任技術者届 様式

23 ICT活用工事（土工）実施計画書 様式 67 工事事前調査報告書 第1号様式

24 産業廃棄物処理計画書
様式1

（環：産業廃棄物指導課）
68 埋設位置情報提供票 様式

25 工事概要 様式 69 材料規格等確認書 様式

26
電子納品事前協議チェックシート

土木工事用
様式 70 【現場代理人等変更通知書】 【様式-1(3)】

27
事前協議チェックシート

（情報共有システム活用工事用）
様式 71 工事日報 様式

28 施工体制台帳
参考様式

（国土交通省）
72 出来形管理図表 様式（表紙）

29 再下請負通知書
参考様式

（国土交通省）
73 品質管理図表 様式（表紙）

30 施工体系図
参考様式

（国土交通省）
74 工事写真帳 様式

31 作業員名簿
参考様式

（国土交通省）
75 工事写真整理帳 様式

32 地場企業下請不使用理由書 様式-1 76 【修補完了届】 【様式-21】

33 使用資材一覧表 参考様式 77 【工程表】 【様式-3(1)】

34 安全・訓練等の実施報告書 様式3-4 78 【変更工程表】 【様式-3(2)】

35 【事故速報】 【様式-13】 79 【出来形管理図表】 【様式-31】

36 事故報告書 様式2 80 【品質管理図表】 【様式-32】

37 報告書（監督担当課の見解） 様式2-1 81 【材料確認書】 【様式-10】

38 【工事履行報告書】 【様式-14】 82 【段階確認書】 【様式-11】

39 【中間前金払認定請求書】 【様式-15】 83 【確認・立会依頼書】 【様式-12】

40 中間前金払認定調書
様式

（水：契約課）
84 【支給品受領書】 【様式-24】

41 【請求書】（中間前払金） 【様式-5(1)】 85 【支給品精算書】 【様式-25】

42 【指定部分完成通知書】 【様式-16】 86 【現場発生品調書】 【様式-28】

43 【指定部分引渡書】 【様式-17】

44 部分払申請書
参考様式

（水：契約課）

　※建設副産物情報交換システムで入力することを原則とするが、やむをえない場合は、エクセル入力でも可とする。

※

※※

※

２．工事関係書類　様式一覧 【土木】
　【　　　】内の様式は、国の統一化様式です。
No. 書  類  名  称 様式 No. 書  類  名  称 様式

1 【工事打合せ簿】 【様式-9】 45 既済部分明細書
参考様式

（水：契約課）

2
協議書

【工事打合せ簿】
【様式-9】 46 部分払金計算書

参考様式

（水：契約課）

3 ※欠番（請求書が国の統一化様式ではなくなったため） － 47
中間確認検査依頼について

※受注者の都合による場合

別紙1

（水：契約課）

4 建設工事請負契約書
様式

（水：契約課）
48

中間確認検査依頼について

※発注者の都合による場合

別紙2

（水：契約課）

5 請書
様式第6号

（水：契約課）
49 【工事の部分使用について】 【様式-22】

6 見積書
様式第10号

（水：契約課）
50

通知書

【工事打合せ簿】
【様式-9】

7 着手届
様式第13号

（水：契約課）
51 設計変更事由書 様式3-1、3-2

8 【現場代理人等通知書】 【様式-1】 52 共済証紙受払簿
様式第030号

（建退共）

9 【経歴書】 【様式-1(2)】 53
就労状況報告書及び共済証紙受領書

【提出不要】

様式2号

（建退共事務受託様式）

10 【建設業退職金共済制度の掛金収納書】（当初・完了） 【様式-4】 54
共済証紙貼付状況報告書

【提出不要】

様式3号

（建退共事務受託様式）

11
下請負人（建設用機械使用）通知書

【廃止予定】
様式 55 【完成通知書】 【様式-29】

12 監督員通知書 様式1-1 56 【引渡書】 【様式-30】

13 請求書（前払金） 様式 57 【工事特性・創意工夫・社会性等に関する実施状況】  【様式-34(1)】

14 分別解体等の計画等 別表3 58
【工事特性・創意工夫・社会性等に関する実施状況】

（説明資料）
【様式-34(2)】

15 建設リサイクル法に基づく通知書 様式-3 59 電子媒体納品書 参考様式

16 特定建設作業実施届出書
様式第9

（環：環境保全課）
60 技術提案等の履行確認結果表

様式

（財：技術企画課）

17 休日取得計画表兼実施報告書 様式 61 再生資源利用実施書
建設副産物情報交換

システムより出力

18 再生資源利用計画書
建設副産物情報交換

システムより出力
62 再生資源利用促進実施書

建設副産物情報交換

システムより出力

19 再生資源利用促進計画書
建設副産物情報交換

システムより出力
63 産業廃棄物処理実績報告書

様式2

（環：産業廃棄物指導課）

20 建設発生土受入承諾書 様式-3 64 検査員指摘事項完了報告書 様式（水：契約課）

21 技術提案等の履行確認表
様式

（財：技術企画課）
65 完了工事請求書

参考様式：様式第25号-2

（水：経理課）

22 地下埋設物確認書 様式 66 薬液注入工技術者通知書 様式

23 ICT活用工事（土工）実施計画書 様式 67 薬液注入工事責任技術者届 様式

24 産業廃棄物処理計画書
様式1

（環：産業廃棄物指導課）
68 工事事前調査報告書 第1号様式

25 工事概要 様式 69 埋設位置情報提供票 様式

26
電子納品事前協議チェックシート

土木工事用
様式 70 材料規格等確認書 様式

27
事前協議チェックシート

（情報共有システム活用工事用）
様式 71 【現場代理人等変更通知書】 【様式-1(3)】

28 施工体制台帳
参考様式

（国土交通省）
72 工事日報 様式

29 再下請負通知書
参考様式

（国土交通省）
73 出来形管理図表 様式（表紙）

30 施工体系図
参考様式

（国土交通省）
74 品質管理図表 様式（表紙）

31 作業員名簿
参考様式

（国土交通省）
75 工事写真帳 様式

32 地場企業下請不使用理由書 様式-1 76 工事写真整理帳 様式

33 使用資材一覧表 参考様式 77 【修補完了届】 【様式-21】

34 安全・訓練等の実施報告書 様式3-4 78 【工程表】 【様式-3(1)】

35 【事故速報】 【様式-13】 79 【変更工程表】 【様式-3(2)】

36 事故報告書 様式2 80 【出来形管理図表】 【様式-31】

37 報告書（監督担当課の見解） 様式2-1 81 【品質管理図表】 【様式-32】

38 【工事履行報告書】 【様式-14】 82 【材料確認書】 【様式-10】

39 【中間前金払認定請求書】 【様式-15】 83 【段階確認書】 【様式-11】

40 中間前金払認定調書
様式

（水：契約課）
84 【確認・立会依頼書】 【様式-12】

41 請求書（中間前払金） 様式 85 【支給品受領書】 【様式-24】

42 【指定部分完成通知書】 【様式-16】 86 【支給品精算書】 【様式-25】

43 【指定部分引渡書】 【様式-17】 87 【現場発生品調書】 【様式-28】

44 部分払申請書
参考様式

（水：契約課）

　※建設副産物情報交換システムで入力することを原則とするが、やむをえない場合は、エクセル入力でも可とする。

※

※※

※
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